
登録免許税の納付について（沖縄総合事務局に申請する場合）

新規申請時の登録免許税については、「北那覇税務署」（浦添市宮城５－６－１２）で９万円を納付していただく必要があります。

方法は２つございます。
１．北那覇税務署において下記内容で直接、９万円を納付していただく方法
（「住所」欄に申請者の住所（所在地）を、「氏名（法人名）」を記載願います）



２．お近くの税務署で納付署を入手して、金融機関にて納付頂く方法
日本銀行及び国税の収納を行うその代理店（銀行等） 並びに郵便局において納付することができますが、
この場合、納付書の納付先 は「北那覇税務署」になりますのでご注意願います（他の税務署と間違えないようお願いします）。

    

    


